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裁判官のこと
教えてほしいな！



評議とは･･･

民事事件の中には、裁判官１人で行う単独事件の他、

裁判官３人で行う合議事件があります。合議事件では、

原告の請求を認めるか否かを決めるため、裁判官同士

で評議と呼ばれる議論を行います。

評議って？

原告：訴えた人
被告：訴えられた人

だよ！！

どんな毎日を過ごして
いるのかなぁ？



尋問とは･･･

裁判所に証人として採用された人が、期日に法廷で

証言する手続。証人は、裁判が始まる前に嘘の証言を

しないことを約束する宣誓をします。

ドラマで
よく見る！

ブレイクタイム♡
お昼はお弁当？出前？



起案する日もあれ
ば、１日中法廷で
審理することもあ
るんだって。

今日は裁判官に
質問タイムを

取ってもらったよ！



難しそうだぁ～

教えて
裁判官～！！



１ 民事裁判書類電子提出システム（ｍｉｎｔｓ）の運用開始
ｍｉｎｔｓは、裁判書類とオンラインで提出するためのシステムで、これにより、準備書面、書証の写し、
証拠説明書などの書面のオンライン提出が可能となります。

実際の手続きはどう変わったのかな？

mintsを使ってオンラインで提出されても、現時点では、これをプリントア
ウトしたもの（紙媒体）が裁判記録です。この点は従前と変わりありません。
そのため、今のところ、裁判手続自体に大きな変化はありません。ただ、弁
護士は、裁判所に持参、郵送等で提出しなければならなかったものを、PCの
操作で提出できるようになったという点では、裁判手続利用者の負担が軽減
されたといえます。
データ自体が裁判記録となり、「裁判手続のデジタル化」が完了する令和

８年以降の裁判手続の在り方について、裁判所内で検討したり弁護士との間
で協議を行うなどしているところです。



２ 口頭弁論にウェブ会議で参加が可能に
口頭弁論とは、公開の法廷で原告と被告が出頭した上で、本案についての主張、立証を行う手続きです。
しかし、令和６年３月から民事訴訟の当事者は、裁判所が相当と認めた時にはウェブ会議によって口頭弁論
に参加することができるようになりました。これにより、当事者の出頭の負担が軽減され、民事裁判に参加し
やすくなることが期待されます。

旭川で実際にウェブで口頭弁論が行われた
様ですが、進行はどうでしたか？

円滑に裁判が進むよう
に、みんなで事前準備
を行っているんだね！



関係者間でのスケジュールの共有、行う
べきタスクの管理などをデータベース上で
行うことができ、この点での作業効率は上
がりました。
他方で、紙主体の仕事からデータ主体の

仕事への移行期にあるため、当面の間は、
管理すべき対象が増える（紙のみから、紙
とデータ）など、不便を感じることもあり
ます。

旭川での取り組みが分かりました！
では、さいたんからの質問です！！

裁判所内におけるデジタル化に関して満
足している点や不便だと感じている点はあ
りますか？



民事裁判については、審理のわかりにくさや審理期間
の長さなどが指摘されてきました。裁判手続のデジタル
化を進めながら、わかりやすい裁判とは何か、どのよう
にすれば適正かつ迅速な裁判を実現できるのか、などに
ついても検討しています。なかなか難しい問題であり、
一朝一夕に結論はでませんが、今後の民事裁判手続の変
化に、皆さんもご関心をもっていただければ幸いです。

デジタル化のこと、いろいろ分かりました！

最後に裁判手続のデジタル化について
国民へのメッセージをお願いします。

質問タイムはまだ続くよ!
さいたんの次は、若手職員からの質問だよ！

国民に分かり
やすい裁判所
を目指してい
るんだね！



Q1 仕事をする際に心がけていることはありますか。

Q6 裁判官をしていてやりがいを感じる
瞬間は何ですか？

Q７ 法曹には他に弁護士や検察官がいらっしゃいますが、他にはない裁判官という仕事の魅力についてお聞
きしたいです。

Q4 現在の給与に満足していますか？
Q3 休日は何をしていますか。

Q2 １人で判決を下すことにプレッシャーを感じることはないのでしょうか。

Q5 裁判官になるためにどれくらい勉強しましたか。



今日は一日
ありがとうござ
いました！

 おわりに。。。

今回紹介した民事手続以外にも、
裁判所の手続には刑事手続や家事
手続もあるよ。

裁判所のホームページでは、裁判所で利用
できる手続の説明も載っているので、困っ
たことがあったら見てみてね。

Https://www.courts.go.jp/


